
平
成
八
年
十
二
月
二
十
日
受
領 

答

弁

第

三

号 
     

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
政
治
倫
理
に
つ
い
て
の
内
閣
の
認
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に
関
す
る
質
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対
し
、
別
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答
弁
書
を
送
付
す
る
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一
及
び
二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
十
二
月
十
一
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
同
様
の
趣
旨
の
質
問
に
対
し
、

橋
本
内
閣
総
理
大
臣
が
「
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
の
勧
告
、
警
告
等
を
受
け
ま
し
た
後
に
そ
の
当
該
団
体
あ
る
い
は
当
該
企

業
か
ら
政
治
資
金
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
私
自
身
軽
率
だ
っ
た
と
自
分
で
思
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
の
答
弁
を
行
っ
て
い 

る
。
本
件
は
、
政
治
家
個
人
の
判
断
で
あ
り
、
内
閣
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 
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識
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